
連 結 注 記 表
個 別 注 記 表

「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の規定
に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項
記載書面）への記載を省略しております。

株　主　各　位

第80期定時株主総会

その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

株式会社　サンリツ



建物及び構築物 ２年～50年
機械装置及び運搬具 ７年～15年

連　結　注　記　表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結の範囲に含めております。
連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 千葉三立梱包運輸㈱、SANRITSU LOGISTICS AMERICA Inc.
連結の範囲の変更 前連結会計年度において連結子会社でありました山立国際貨運代理(上海)有限公司は全株式

を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
　子会社はすべて連結しており、持分法を適用すべき関連会社はありません。

３．会計方針に関する事項
(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券

　　市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

　　市場価格のない株式等
総平均法による原価法

②デリバティブ
時価法

③原材料及び貯蔵品
　通常の販売目的で保有するための棚卸資産は、当社は、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切
下げの方法）、連結子会社は主として最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま
す。

(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定率法を採用しております。
　ただし、当社の本社ビルの建物については定額法を採用しております。また、1998年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額
法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間
で均等償却する方法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお
ります。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。

(３) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

－ 1 －



②賞与引当金
　当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上し
ております。

(４) 退職給付に係る会計処理の方法
　当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額
に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③小規模企業等における簡便法の採用
　国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(５）重要な収益認識及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収
益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日）を適用しており、約
束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で
収益を認識しております。
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「（収益認識に関する注
記）」に記載のとおりです。

４．会計方針の変更に関する注記
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022
年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-
３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っております。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類に
おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用してお
ります。
　なお、連結計算書類に与える影響はありません。

５．その他連結計算書類の作成のための重要な事項
(１) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　千葉三立梱包運輸㈱、SANRITSU LOGISTICS AMERICA Inc.の決算日は12月31日であります。連結計算書類
の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必
要な調整を行っております。

(２) 外貨建資産、負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。
　なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場
により円貨に換算して、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
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建物 4,381,641千円
土地 2,182,093千円

合計 6,563,735千円
担保に係る債務の金額
短期借入金 3,121,714千円
長期借入金 3,861,613千円

合計 6,983,327千円

15,207,469千円

当連結会計年度期首
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度 末
株 式 数

発 行 済 株 式

普 通 株 式 6,006,373 － － 6,006,373

合 計 6,006,373 － － 6,006,373

自 己 株 式

普 通 株 式 443,973 1,320 37,200 408,093

合 計 443,973 1,320 37,200 408,093

会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）
会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当年度の連結
計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがあ
る項目は以下の通りです。

固定資産の減損の認識の要否
（１）当年度の連結計算書類に計上した金額
　　有形固定資産　13,580,561千円
　　無形固定資産　     190,763千円
（２）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　当社グループは、原則として、事業用資産について事業所を基準としてグルーピングを行っております。減損の兆候
があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、
帳簿価額が割引前将来キャッシュ・フロー総額を下回る場合には、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減
額し当該減少額を減損損失として計上しております。
　当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、翌期以降の事業計画を基礎としており、特に一部の景気
動向の影響を受け易い顧客からの受注予測に基づく取扱数量の見積りや売上原価の見積りについて、不確実性が認めら
れる仮定が使用されており、これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす
可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

２．有形固定資産の減価償却累計額

（連結損益計算書に関する注記）
　該当事項はありません。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

（注）１．単元未満株式の買取りによる増加20株及び譲渡制限付株式報酬による自己株式の無償取得による増加
　　　　　1,300株であります。
　　　２．譲渡制限付株式報酬による自己株式の付与による減少37,200株であります。
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決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年 6  月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 172,434千円 31円 2024年 3 月31日 2024年 6 月26日

株 式 の 種 類 配当の原資 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

普 通 株 式 利益剰余金 173,546千円 31円 2025年 ３ 月31日 2025年 ６ 月26日

普通株式 135,300株

２．剰余金の配当に関する事項
(１) 配当金支払額

(２) 配当の効力発生日が当連結会計年度末日後となるもの
2025年６月25日開催の定時株主総会に次のように付議する予定であります。

３．当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

(１) 金融商品に対する取組方針
　当グループは、資金運用については預金や安全性の高い金融商品等に限定し、また、資金調達については銀行借
入や社債発行による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスク、外貨建資産・負債の為替変動リ
スク等を回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(２) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）
に晒されております。
　投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク（為替等の変
動リスク）に晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。借入金は、主に営業取
引に係る資金調達であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は設備投資に係る資金調達であります。長
期預り金は、主に当社が保有する賃貸ビル事業のテナントから受け入れた保証金等であります。営業債務や借入
金、社債は資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されております。
　また、借入金等の一部は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。

(３) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

　顧客の信用リスクに対しては、与信管理規程及び販売管理規程に従い、事業担当部署、営業担当部署及び経理
担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理し、財務状況の
悪化等による回収懸念の早期把握に努めることで、その軽減を図っております。
　デリバティブ取引の利用にあたっては、金融機関の信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ
取引を行っております。
　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により
表わされております。

②市場リスクの管理
　市場価格の変動リスクに対しては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、取引
先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直すことで、その軽減を図っております。
　金利・為替等の変動リスクに対しては、デリバティブ取引（通貨スワップ取引等）を利用してヘッジしており
ます。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　資金調達に係る流動性リスクに対しては、各部署からの報告に基づき経理担当部署が適時に資金繰計画を作
成・更新することで、その軽減を図っております。

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取
引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(５) 信用リスクの集中
　当期の連結決算日現在における営業債権のうち20.78％が特定の大口顧客に対するものであります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 512,669 512,669 －

資 産 計 512,669 512,669 －

⑴ 長 期 借 入 金 4,102,273 4,097,854 △4,418

⑵ リ ー ス 債 務 （ 固 定 ） 162,663 170,332 7,668

負 債 計 4,264,936 4,268,186 3,249

デ リ バ テ ィ ブ 取 引 （ ※ ） △114,492 △114,492 －

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 4,160

２．金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、市
場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注）２をご参照ください）。

（単位：千円）

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては△で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

　現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権
　現金は現金であること、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権は短期間で決済されるものであるた
め、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

(１)投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関す
る注記事項は後述の「（有価証券に関する注記）」をご参照ください。

負債
支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務(流動)

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を
省略しております。

(１)長期借入金、(２)リース債務（固定）
　これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
　後述の「（デリバティブ取引に関する注記）」をご参照ください。

２．市場価格のない株式等
（単位：千円）

　これらについては、資産　「⑴投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
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１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現 金 及 び 預 金 3,803,639 － － －

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3,383,965 － － －

電 子 記 録 債 権 177,254 － － －

合 計 7,364,860 － － －

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短 期 借 入 金 3,366,154 － － － － －

リース債務（流動） 347,130 － － － － －

長 期 借 入 金 － 2,161,877 820,396 160,000 160,000 800,000

リース債務（固定） － 104,911 56,428 681 641 －

合 計 3,713,284 2,266,788 876,824 160,681 160,641 800,000

区 分
時価(単位：千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投 資 有 価 証 券 512,669 － － 512,669

資 産 計 512,669 － － 512,669
デ リ バ テ ィ ブ 取 引

通 貨 関 連 － △114,492 － △114,492

負 債 計 － △114,492 － △114,492

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

４．長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

５．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類
しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における、調整されていない、相場価格により算定した時価
レベル２の時価：直接又は間接に観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
   当連結会計年度（2025年３月31日）

－ 7 －



区 分
時価(単位：千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長 期 借 入 金 － 4,097,854 － 4,097,854

リ ー ス 債 務 ( 固 定 ) － 170,332 － 170,332

負 債 計 － 4,268,186 － 4,268,186

区 分 取 得 原 価 連 結 決 算 日 に お け る
連結貸借対照表計上額 差 額

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取 得 原 価 を 超 え る も の

株 式 144,892 480,733 335,840

小 計 144,892 480,733 335,840

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取 得 原 価 を 超 え な い も の

株 式 35,628 31,935 △3,692

小 計 35,628 31,935 △3,692

合 計 180,521 512,669 332,147

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
   当連結会計年度（2025年３月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　投資有価証券は全て上場株式であり、活発な市場で取引されているため、その相場価格をレベル１の時価に分
類しております。
デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、取引のキャッシュ・フローを金利や為替レート等を用いて、割引現在価値法により算定
しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金、リース債務(固定)
　これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しております。想定される利率は国債の利回り及び信用リスクを加味したもので、レ
ベル２の時価に分類しております。

（有価証券に関する注記）
その他有価証券

（単位：千円）

（注）表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
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区 分 取 引 の 種 類 等 契 約 額 等 契 約 額 等 の
う ち １ 年 超 時 価

市場取引以外の取引 通貨スワップ取引
米ドル変動支払・日本円変動受取 611,400 611,400 △4,044

市場取引以外の取引 通貨スワップ取引
米ドル固定支払・日本円固定受取 369,037 170,325 △110,447

合 計 980,437 781,725 △114,492

当連結会計年度
（2025年３月31日）

賃 貸 等 不 動 産 と し て 使 用
さ れ る 部 分 を 含 む 不 動 産

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

期 首 残 高 7,529,949

期 中 増 減 額 △338,179

期 末 残 高 7,191,770

期　末　時　価 17,897,630

（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ

（単位：千円）

（注）時価の算定方法　前述の「(金融商品に関する注記）5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」を
ご参照ください。

（賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項
１．賃貸等不動産の概要

　当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用のオフィスビル（土地を含む）
及び賃貸用の倉庫を所有しております。なお、当該不動産の一部については、当社及び一部の子会社が使用している
ため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

２．賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当
該時価の算定方法

（単位：千円）

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２. 当連結会計年度増減額のうち、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産における主な増加は不動産

取得184,152千円、主な減少は減価償却費521,277千円であります。
３. 主な物件の時価の算定方法については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他

の物件については一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額でありま
す。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると
考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によってお
ります。
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（自　2024年４月 1 日
至　2025年３月31日）
当 連 結 会 計 年 度

　

賃 貸 等 不 動 産 と し て 使 用
さ れ る 部 分 を 含 む 不 動 産

賃 貸 収 益 1,817,819

賃 貸 費 用 1,166,356

差 額 651,463

そ の 他 （ 売 却 損 益 等 ） －

梱 包 事 業 運 輸 事 業 倉 庫 事 業 賃貸ビル事業 合 計

医 療 機 器 1,281,166 627,909 358,614 － 2,267,690

工 作 機 械 4,077,985 484,655 203,756 － 4,766,397

大 型 精 密 機 器 3,035,838 280,322 157,473 － 3,473,634

小 型 精 密 機 器 4,306,599 1,480,214 643,793 － 6,430,606

そ の 他 1,361,681 61,242 70,386 － 1,493,311

顧 客 と の 契 約 か ら 生 じ る 収 益 14,063,271 2,934,344 1,434,024 － 18,431,640

そ の 他 の 収 益 － － 1,436,067 254,328 1,690,396

外 部 顧 客 へ の 売 上 高 14,063,271 2,934,344 2,870,091 254,328 20,122,036

３．賃貸等不動産に関する損益
（単位：千円）

（注）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の子会
社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。賃貸費用には、当該不動産
に関連する費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）を含めております。

（収益認識に関する注記）
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(注）「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であります。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
　ステップ１：顧客との契約を識別する
　ステップ２：契約における履行義務を識別する
　ステップ３：取引価格を算定する
　ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する
　ステップ５：履行義務を充足した時点で収益を認識する

　収益を認識するにあたっては、当社グループが主な事業としている梱包事業、運輸事業におけるサービスの提供
について、顧客との契約に基づき履行義務を識別しており、通常は下記の時点で当社グループの履行義務を充足す
ると判断し収益を認識しております。
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１株当たり純資産額 2,078円24銭
１株当たり当期純利益 83円88銭

①梱包事業に係る収益
　梱包事業におけるサービスの提供に係る収益には、主に梱包作業、流通加工作業などの業務に係る収益が含ま
れ、梱包物の発送、流通加工の完了により履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を
認識しております。
②運輸事業に係る収益
　運輸事業におけるサービスの提供に係る収益には、主に運送等の業務に係る収益が含まれ、主として貨物の運送
の開始から顧客への貨物の引渡しまでのサービスの提供に伴って履行義務が充足されることから、当該履行義務を
充足した時点で収益を認識しております。
③倉庫事業に係る収益
　倉庫事業におけるサービスの提供に係る収益には、主に保管、入出庫及び賃貸等の業務に係る収益が含まれ、保
管においては一定の保管期日到来時点、入出庫においては入出庫作業完了時をもって履行義務が充足されることか
ら、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。賃貸等は企業会計基準第13号「リース取引に関す
る会計基準」等に従って収益を認識しております。
　収益を認識する金額は、サービスと交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映した金額としております。
　また、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に受領して
おり、重大な金融要素は含んでおりません。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（注）連結計算書類の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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流動資産 103,014千円
資産合計 103,014千円
流動負債 9,178千円
負債合計 9,178千円

（企業結合に関する注記）
事業分離
（子会社株式の譲渡）

　当社は、2025年２月12日開催の取締役会において、当社が保有する山立国際貨運代理(上海)有限公司(連結子会
社)の全株式を譲渡することを決議し、2025年３月31日付で株式譲渡契約を締結し、上海宝京包装制品有限公司
に株式を譲渡しました。

１.事業分離の概要
(１)分離先企業の名称

上海宝京包装制品有限公司
(２)分離した事業の内容

連結子会社：山立国際貨運代理(上海)有限公司
事業の内容：運送代理店業務

(３)事業分離を行った主な理由
　当社グループは、事業基盤の一つである国際物流分野の拡充を図るため、2015年３月に山立国際貨運代
理(上海)有限公司（以下、山立）の全株式を取得し、中国上海地区を中心に当社グループの強みである梱包
を軸にした国際物流業務を行ってまいりました。しかしながら、COVID-19 の影響等による事業環境の悪
化や主要顧客の生産体制等の見直しによる中国からの撤退などの要因により、期待する利益水準を大きく
下回る状況となっております。
　このような環境下において、収益性改善に向けた施策を実行するとともに、経営資源の選択と集中に関
する検討を行ってまいりました。そのような中、山立については、昨今の中国における事業環境の変化を
勘案し、中国市場に深い知見を有する企業に事業運営を委ねることが当該会社にとってさらなる成長と競
争力強化につながると判断し、上海宝京包装制品有限公司に対し株式譲渡を決定いたしました。

(４)事業分離日
2025年３月31日

(５)法的形式を含む取引の概要
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

２.実施した会計処理の概要
(１)移転損益の金額

関係会社株式売却損  113,482千円
(２)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

(３)会計処理
　当該譲渡株式の売却価額と連結上の帳簿価額との差額を「関係会社株式売却損」として特別損失に計上
しております。

３.セグメント情報の開示において、当該分離した事業が含まれていた区分の名称
梱包事業

４.当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
売上高    185,283千円
営業損失   29,958千円
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（追加情報）
（当社連結子会社における不正行為について）
　当社連結子会社であるSANRITSU LOGISTICS AMERICA Inc.（以下「SLA」）において、SLAに出向の元従業員
（以下「当該元従業員」）による不正行為並びに当該元従業員から指示を受けた一部の当社従業員、及びSLA従業員
による不正行為（以下「本件行為」）に関して調査を行い、外部調査機関より調査報告書を受領いたしました。過去
の各期に与える業績の影響は訂正を要する程の重要性はないため、過年度連結計算書類及び計算書類等の訂正はあり
ません。
　調査結果に基づく本件行為が当連結会計年度の段階損益に与える影響は、経費の私的利用、不正な財務報告及び当
該事項に伴い計上される貸倒引当金繰入額を合わせて、営業利益60,505千円、経常利益49,243千円、当期純利益
32,313千円、それぞれの利益を増加させる方向となります。なお、本件行為のうち、当期発生したものについては
当連結会計年度において修正を行っております。
　その他、今回の調査費用として営業外費用101,506千円を計上しております。
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建　　物
機械装置

 ２年～50年
 ７年～15年

個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

(１) 有価証券
①子会社株式

総平均法による原価法
②その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

市場価格のない株式等
総平均法による原価法

(２) デリバティブ
時価法

(３) 原材料及び貯蔵品
　通常の販売目的で保有するための棚卸資産は、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方
法）によっております。

２．固定資産の減価償却の方法
(１) 有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定率法を採用しております。
　ただし、本社ビルの建物については定額法を採用しております。また、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で
均等償却する方法によっております。

(２) 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており
ます。

(３) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。

３．重要な引当金の計上基準
(１) 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(２) 賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(３) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において
発生していると認められる額を計上しております。
　数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により翌事
業年度から費用処理しております。

４．重要な収益認識及び費用の計上基準
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日）を適用しており、約束した財又はサ
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ービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識して
おります。

会計方針の変更に関する注記
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改
正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項
ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ております。
　なお、計算書類等に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）
会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の計算
書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は
以下の通りです。

固定資産の減損の認識の要否
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
　　有形固定資産　8,479,360千円
　　無形固定資産      181,578千円
（２）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　当社グループは、原則として、事業用資産について事業所を基準としてグルーピングを行っております。減損の兆候
があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、
帳簿価額が割引前将来キャッシュ・フロー総額を下回る場合には、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減
額し当該減少額を減損損失として計上しております。
　当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、翌期以降の事業計画を基礎としており、特に一部の景気
動向の影響を受け易い顧客からの受注予測に基づく取扱数量の見積りや売上原価の見積りについて、不確実性が認めら
れる仮定が使用されており、これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす
可能性があります。
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建物 4,314,492千円
土地 2,101,526千円

合計 6,416,018千円
担保に係る債務の金額
短期借入金 200,000千円
１年内返済予定の長期借入金 2,906,704千円
長期借入金 3,861,613千円

合計 6,968,317千円

14,683,911千円

関係会社に対する短期金銭債権
関係会社に対する長期金銭債権

493,226千円
1,278,396千円

関係会社に対する短期金銭債務 21,444千円

売上高 104,239千円
仕入高 127,134千円
営業取引以外の取引高 29,239千円

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

２．有形固定資産の減価償却累計額

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
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当 事 業 年 度 期 首
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

自己株式

普通株式 443,973 1,320 37,200 408,093

合計 443,973 1,320 37,200 408,093

繰延税金資産
賞与引当金 156,574千円
退職給付引当金 262,054千円
資産除去債務 141,234千円
投資有価証券評価損 45,073千円
減損損失 435,531千円
フリーレント賃借料 59,577千円
その他 135,605千円

繰延税金資産小計 1,235,651千円
評価性引当額 △478,868千円
繰延税金資産合計 756,782千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △68,774千円
フリーレント賃借料 △17,256千円

繰延税金負債合計 △86,030千円
繰延税金資産の純額 670,752千円

種　類 会社等の名称 議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合(％)

関連当事者との
関 係 取 引 内 容 取引金額

(千円) 科　目 期末残高
(千円)

子会社
SANRITSU
LOGISTICS
AMERICA Inc.

所有
 直接100％

梱包事業の受託
役員の兼任

資金の貸付
（注）１ － 長期貸付金 1,278,396

１年内回収
予定の長期

貸付金
478,464

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

（注）１．単元未満株式の買取りによる増加20株及び譲渡制限付株式報酬による自己株式の無償取得による増加
　　　　　1,300株であります。
　　　２．譲渡制限付株式報酬による自己株式の付与による減少37,200株であります。

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴
い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」が創設されることになりました。
　これに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び
繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
　この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）の金額は15百万円増加
し、法人税等調整額が15百万円減少しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

　　取引条件及び取引条件の決定方針等
　　（注）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しています。
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１株当たり純資産額 1,738円16銭
１株当たり当期純利益 16円6銭

（収益認識に関する注記）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　収益認識に関する注記」
に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（注）計算書類の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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